
設計図書等に対する回答書 

 

令和７年６月４日 

工事(業務)番号  下水道第６号 

工 事 (業務)名  下水道管路施設点検調査業務委託 

                  工事等担当課名  上下水道部下水道施設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（施工単価表第 0-0001号内訳書）・図面番号（見積参考資料） 

 管口カメラ点検工 「名称・規格欄」について、計上する技術員は「測量技師」・「測量技

師補」・「普通作業員」でよろしいでしょうか。ご教示ください。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（第２章点検業務）・図面番号（特記仕様書） 

 本業務の、調査対象は汚水管のみでしょうか。ご教示ください。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（特記仕様書） 

 業務を実施するにあたり、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」の資格は必要でしょう

か。ご教示ください。 

回答内容 

 本業務は地上からの点検であるため必要ありません。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（第５章提出図書）・図面番号（特記仕様書） 

 成果品として提出する「報告書」は、貴市の指定様式があるのでしょうか。ご教示くださ

い。 

回答内容 

 指定様式はありません。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（第４章事前確認）・図面番号（特記仕様書） 

 「業務着手前に、管路の状況(堆積土砂等)を確認する」とのことですが、状況確認は、ど

のように確認すればよろしいでしょうか。また、事前確認対象は、本業務における全エリア

でしょうか。ご教示ください。  

回答内容 

 業務着手前の管路の状況確認は必要なしとします。ただし、点検時に管内に堆積土砂等あ

る場合は報告をお願いします。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（第２章点検業務）・図面番号（特記仕様書） 

 2.2 報告書作成 (1)管口カメラ点検工 貴市の判定基準はあるのでしょうか。ご教示

ください。 

回答内容 

 本市の判定基準はありません。下水道維持管理指針を参考願います。 

 


